
ま 菫 香 勿 ず ば          本
然 し ね 組 論 財 る 開  三  ニ    ス 方 財
し た て の 今 団 人 局 ず

｀
と ｀

五 適 通  針 団
な こ 参 編 日 経 員 以 る 右 に 財 時 切 信 四 の は
が と り 成 に 営 整 来 こ の

｀
界 間 で 制 月 骨 十

ら も ま ｀
至 者 理 僅 と 番 必 は 半 あ 工 四 子 五｀

皆 し 番 り 側 を か ゝ 組 要
｀

の つ 業 日 は 日
誠 様 た 組 ま の 実 二 な 内 経 当 放 て 高 ⌒ 大 の
に 御

°
の す 不 施 年 る 容 費 局 送

｀
校 月 様 臨

不 承 又 販 に 手 せ を の 及 を が を し 番
V次

時

露智あ零ヌ潜Σ事項菖鮮撃魔t愛 鋒2彗
し 通 た 或 て ょ を し こ 金 的 教 す 好 び の り 会
て り め い は る 得 て れ 規 に 育 る 評 従 放 で に
当 で に は

｀
も な こ ら 模 拠 放

°
で 来 送 あ か

局 あ 従 金 財 の い の の か 出 送  あ か 番 り い
の り 業 融 団 で 状 様 人 ら す に  つ ら 組 ま
発 ま 員 等 経 あ 態 な 員 は る 徹  た 当 の す
足 す 各 あ 営 り を 経 に

｀ °
し  も 局 基

°
四

が  コ 位 ら 者 ―ま―惹―‐善一つい現 ――一
｀́―一つ  カミ 率で 一 月

従

業

員

の

皆

様

へ

て

、

日
本
経
済
の
最
も
激
し

に ゆ 側 し 起 上 い 状
ひ る に て い の て の
と 部 お 柴 た 破 は 従
か 門 い く し 綻 何 業
た に て 責 ま を ら 員
な 亘 も 任 し 迎 か の
ら つ ｀

を た え の 中
ぬ て は 痛 こ

｀
方 約

御 企 や 感 と そ 法 二
揚 業 く す は の に O
力 採 か る

｀
結 よ ○

を 算 ら と 理 果 つ 名
お の 事 こ 由 約 て の
願 向 態 ろ の 二 整 余
い 上 を で 如 O理 栞]

し に 憂 め 何 〇 を 人
て 努 慮 り を 名 行 員
参 力 し ま 門 に う を
り を ｀す わ の °

生

し
か

ら

も
営
業
活
動
を
行
わ
な

｀
放 に

並 映 は
び し

｀

に て 科
若 来 学
干 た 技
の 番 術
二 組 の
ユ の 教
1中 育
ス で と
番  ｀

普
組 教 及
を 育 に
も 番 重
つ 組 点
て と を
一 し か
日 て き

以

降
の

当

局
の

再
建

方

針
を
決

定
い

た

し

ま
し

た

t/1

/4ヽ

況

期

に
遭

遇

し

不

い
と

い
う
条
件

の
も
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希

望

退

職

募

集

要

項

一
、
募

集

人

員

　

一
仝

一名

二
、
募
集
方
法
及
び
応
募
の
手
続
き

所
属
管
理
職
並
び
に
人
事
部
管
理
職
が
職
員
、

嘱
託
、
既
卒
ア
ル
バ
イ
ト
及
び
撮
影
関
係
契
約

者
を
対
象
と
し
て
、
面
接
し
募
集
い
た
し
ま
す
。

応
募
者
は
、
所
属
管
理
職

（局
長
、
部
長
、
室

長
、
副^
部
長
、
課
長
）
に
所
定
の
用
紙
を
も
つ

て
お
申
し
出
で
く
だ
さ
い
。

三
、
希
望
退
職
応
募
者
に
対
す
る
除
外
措
置

希
望
退
職
を
申
し
出
た
方
の
中
で
、
財
団
が

業
務
上
特
に
必
要
と
認
め
る
方
に
つ
い
て
は
、

希
望
退
職
の
申
し
出
を
受
理
し
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

四
、
募
集
期
間

昭
和
四
十

一
年
二
月
二
十
四
日
以
降
　
昭

甲
十

一
年
三
月
二
十
八
日
正
午
ま
で
。

五
、
退
職
条
件

今
回
の
募
集
期
間
中
に
希
望
退
職
を
申
し

た
方
に
対
し
て
の
み
今
回
限
り
の
特
別
措
置

Ｂ
、
既
卒
ア
ル
バ
イ
ト
に
対
し
て
は
、
日
給

額

×
一
五

×
三

ｃ
、
撮
影
関
係
契
約
者
に
対
し
て
は
、
基
本

報
酬
月
額
×
三

基
準
内
賃
金
月
額
と
は
、
基
本
給
、
臨

時
手
当
、
役
付
手
当
、
食
事
手
当
及
び
住

宅
手
当
の
月
額
合
計
額
で
あ
り
ま
す
。

０
　
特
別
餞
別
金

Ａ
、
管
理
職
に
対
し
て
は
、
基
本
給
月
額
×

一
Ｔ
五
（但
し
、
こ
の
額
が
十
五
高
円
に
満

た
な
い
者
に
対
し
て
は
、
十
五
万
円
と
し

ま
す
。

Ｂ
、
職
員

（嘱
託
を
含
み
、
管
理
職
を
除
く

Ｊ

に
対
し
て
は
、
基
本
給
月
額
×
二
■
ｉ

（
但
し
、
勤
続

一
年
六
か
月
以
上
の
者
で

こ
の
額
が
十
萬
円
に
満
た
な
い
者
に
対
し

て
十
万
円
と
し
ま
す
。

ｃ
、
既
卒
ア
ル
バ
イ
ト
に
対
し
て
は

一
律

五
万
円
。

|・ 曇=        、



一

て
、
次
の
と
お
り
の
取
り
扱
い
を
い
た
し
ま
す
。

的
　
退
職
金

Ａ
、
職
員

（
管
理
職
、
一嘱
託
を
含
む
）
に
対

．

し
て
は
、
従
来
の
慣
行
に
ょ
る
退
職
金
支

給
率

（勤
統

一
年
に
つ
き
基
本
給
月
額
の

一
か
月
分
）
の
五
割
増
と
し
ま
す
。

Ｂ
、
既
卒
ア
ル
バ
イ
ト
に
対
し
て
は
、
日
給

彼
×
二
五
０
を
基
準
額
と
し
、
支
給
率
は

職
員
と
同
率
と
し
ま
す
。

ｃ
、
撮
影
関
係
契
約
者
に
対
し
て
は
、
基
本

報
一酬
月

額
を
基
準
と
し
、
支
給
率
は
職
員

と
同
率
と
し
ま
す
。

勁
続
年
数
は

一
年
十
二
か
月
の
月
単
位

で
計
算
し
、
一
ケ
月
に
満
た
な
い
場
合
は

切
り
捨
て
と
し
ま
す
。

既
卒
ア
ル
バ
イ
ト
及
び
撮
影
関
係
契
約
者

に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
十

一
日
を
も
つ
て
勤
続
年
数
を
起
算
し
ま
す
。

毎
、
特
別
加
算
金

Ａ
、
一職
員

（管
理
職
、
嘱
託
を
含
む
）
に
対

し
て
は
、
基
準
内
賃
金
月
額
×
三

■
、
一撮
影
関
係
契
約
者
に
対
し
て
は

一
律

一

五
万
円
「

③
　
昭
和
四
十

一
年
二
月
分
の
給
与

希
望
退
職
に
応
募
し
、
受
理
さ
れ
た
方
に

は
、
申
出
日
以
後
、
出
勤
の
有
無
に
か
ゝ
わ

ら
ず
、
昭
和
四
十

一
年
三
月
分
の
賃
金
は
全

額
支
給
致
し
ま
す
０

（従
つ
て
欠
功
．減
額
は

致
し
ま
せ
ん
）

０
　
支
給
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

退
職
金
、
特
別
加
算
金

、
特
別
餞
別
金
は

希
望
退
職
の
申
し
出
を
受
理
し
た
後
速
や
か

に

一
括
現
金
で
支
給
致
し
ま
す
。

六
、
退
職
日
付

昭
和
四
十

一
年
二
月
二
十

一
日
付
と
致
し
楼

す
。

七
、
希
望
退
職
者
が
募
集
日
標
人
員
に
達
し
な
い

場
合
の
措
置

今
回
の
希
望
退
職
募
集
は
、
財
団
テ
レ
ビ
墓
¨

業
の
再
建
に
当
つ
て
緊
急
か
つ
止
む
を
得
な
い

措
置
で
あ
り
ま
す
の
で
、
希
望
退
職
者
が
予
定

数
に
達
し
な
い
場
合
は
、
誠
に
遺
憾
な
が
ら
財
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し そ 関

/ヽ                       ,
｀

記 す 併 は を 昭 三 十 退 と 名 団
ま の 係 戯 そ 五 る せ 毎 命 和 条 一 財 職 な 解 は
す 取 契 員 の の こ て 月 じ 四 に 年 団 条 り 雇 昭°

り 約
｀

4也 0と 昭 所 る 十 基 四 は 件 ま の 和
扱 者 嘱  で を 木固定 ⌒ 一 き 月 特 は す 手 四
い 以 託  す 予 四 日 な 年

｀
二 定 次

°
続 十

に 外
｀  °

告 十 に お 六 昭 日 の の な き 一
つ の 既   致 一 支 そ 月 和 付 従 通 か を 年
い も 卒   し 年 給 の 十 四 を 業 り そ と 六
て の ア   液 六 し 期 四 十 以 員 で の ら 月
別 に ル   す 月 ま 間 日 一 て を あ 際 ざ 十
途 つ バ   °

十 す 中 迄 年 就 指 り の る 五
ぉ き イ   そ 五

Vの
の 四 業 名 ま 手 を 日

知 ま 卜   の 日 と 基 間 月 規 し す 続 得 付
ら し 及   条 付 と 準 自 四 則 て

゛
き な を

せ て び   4牛 で も 内 宅 日 第 昭  並 い 以
い は 撮   は 解 に 賃 待 以 二 和  び 仕 て

_「=   ___  雇
｀
金 機 降 十 四  に 儀 指

■
ぼ


